
湯
河
原
区
民
保
養
所
総
合
運
営
委
託

事
業
者
選
定
事
務
を
巡
る
、
区
長
の

政
治
責
任
等
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
今
回
の
事
件
は
、
職
員
が
関

与
し
な
け
れ
ば
起
き
得
な
か
っ
た
事

件
で
あ
る
が
、
関
係
職
員
に
対
し
て

ど
の
様
に
対
処
す
る
考
え
な
の
か
。

　
ま
た
、
区
長
自
ら
の
責
任
に
つ
い

て
ど
の
様
に
考
え
て
い
る
の
か
。

【
答
】
９
月
28
日
に
判
決
が
で
る
が
、

判
決
内
容
を
精
査
し
、
行
政
監
察
の

事
情
聴
取
の
結
果
に
基
づ
き
、
関
係

職
員
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
懲
戒

分
限
審
査
委
員
会
に
対
し
諮
問
を
行

う
考
え
で
あ
る
。

　
自
ら
の
責
任
は
、
事
件
発
生
直
後

か
ら
事
件
の
原
因
究
明
と
再
発
防
止

の
検
討
を
助
役
に
命
じ
た
。

　
今
後
は
、
策
定
中
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
推
進
計
画
の
徹
底
を
図
り
、

再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
が
自
ら
の

責
務
を
果
た
す
こ
と
と
考
え
る
。

足
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
ツ
の

　
事
務
手
数
料
清
算
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
シ
ア
タ
ー
１
０
１
０
を
運
営

す
る
同
社
に
、
昨
年
度
の
管
理
運
営

負
担
金
の
清
算
に
つ
い
て
、
協
定
書

に
な
い
「
事
務
手
数
料
」（
支
出
済

額
の
15
％
）
を
差
し
引
い
て
清
算
す

る
こ
と
を
認
め
た
の
は
な
ぜ
か
。

【
答
】
昨
年
度
に
取
り
交
わ
し
た
協

定
書
に
は
、
事
務
手
数
料
に
つ
い
て

明
文
規
定
は
な
い
が
、
区
が
行
う
べ

き
開
館
記
念
事
業
と
施
設
管
理
の
代

行
に
伴
う
事
務
手
数
料
と
し
て
、
当

該
協
定
書
の
第
13
条
を
適
用
し
決
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
年
度

の
安
定
経
営
と
演
劇
作
成
の
原
資
に

充
て
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

足
立
都
市
活
性
化
セ
ン
タ
ー
解
散

　
に
際
し
て
の
税
金
投
入
に
つ
い
て

【
問
】
㈱
足
立
都
市
活
性
化
セ
ン
タ
ー

が
今
年
度
中
に
解
散
す
る
事
態
と
な
っ

た
。
会
社
の
解
散
、
清
算
に
あ
た
り

区
と
し
て
一
人
株
主
と
な
る
た
め
に

株
式
の
買
取
を
行
う
と
い
う
こ
と
だ

が
、
倒
産
に
等
し
い
状
況
に
あ
っ
て

も
政
策
的
見
地
か
ら
払
い
込
み
価
格

で
株
式
を
買
い
取
る
方
向
と
聞
く
。

会
社
解
散
の
た
め
に
更
な
る
税
金
を

投
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
区
民
に

ど
の
様
に
理
解
を
求
め
る
の
か
。

　
ま
た
最
大
株
主
と
し
て
、
こ
の
事

態
を
引
き
起
こ
し
た
責
任
に
つ
い
て

ど
う
考
え
る
の
か
、
見
解
を
示
せ
。

【
答
】
株
式
の
買
取
は
同
社
を
迅
速

か
つ
円
滑
に
解
散
す
る
た
め
の
手
段

で
あ
る
。

　
足
立
区
は
、
最
大
株
主
と
し
て
透

明
性
を
確
保
し
な
が
ら
説
明
責
任
を

果
た
す
た
め
、
逐
一
議
会
に
報
告
し

て
き
た
。
今
後
も
こ
の
方
針
を
堅
持

し
て
議
会
の
理
解
を
得
て
い
き
た
い
。

従
っ
て
、
区
民
の
皆
様
に
は
理
解
い

た
だ
け
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

乳
幼
児
医
療
費
助
成
を
拡
充
せ
よ
！

【
問
】
我
が
党
は
子
育
て
世
代
の
経

済
的
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
入

院
医
療
費
助
成
の
対
象
を
当
面
中
学

生
ま
で
拡
充
す
る
た
め
の
条
例
案
を

第
２
回
定
例
会
で
提
出
し
、
現
在
、

継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る
が
、
早
急

に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
１
回
定
例
会
で
は
、
財
源
の
見

通
し
が
立
た
な
い
こ
と
を
理
由
に
「
現

時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
」
と
の
答

弁
で
あ
っ
た
が
、
財
源
の
見
通
し
が

立
て
ば
実
施
す
る
の
か
。

【
答
】
小
学
校
３
年
生
ま
で
の
入
院

分
の
予
算
措
置
は
対
応
で
き
る
見
込

み
で
あ
り
、
議
会
か
ら
の
要
望
も
強

い
こ
と
か
ら
平
成
18
年
度
か
ら
の
実

施
に
向
け
検
討
し
て
い
く
。

　
今
後
は
、
都
に
対
し
所
得
制
限
の

撤
廃
や
対
象
の
拡
充
を
継
続
的
に
働

き
か
け
る
と
と
も
に
、
財
政
状
況
を

見
な
が
ら
段
階
的
な
検
討
を
す
る
。

都
市
再
生
機
構
の
開
発
と

　
　
　
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
都
市
再
生
機
構
の
開
発
に
際

し
て
は
、
住
宅
や
学
校
な
ど
住
民
要

望
に
基
づ
い
た
「
ま
ち
づ
く
り
」
を

進
め
る
立
場
で
、
区
が
役
割
を
果
た

す
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

　
ま
た
、
機
構
が
発
注
す
る（
仮
称
）

西
新
井
駅
西
口
公
園
整
備
事
業
で
は

「
地
元
業
者
の
参
入
」
の
門
戸
が
開

か
れ
た
と
聞
く
が
、
同
機
構
が
「
地

域
経
済
活
性
化
に
寄
与
す
る
」
よ
う

区
内
業
者
参
入
の
要
件
を
盛
り
込
む

べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
区
民
要
望
を
十
分
に
把
握
し
、

地
域
特
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

が
推
進
さ
れ
る
よ
う
機
構
に
強
く
要

請
し
て
い
く
。

　
地
元
業
者
活
用
は
、（
仮
称
）西
新

井
駅
西
口
公
園
整
備
に
あ
た
り
、
区

か
ら
機
構
に
要
望
書
を
提
出
し
一
定

の
成
果
を
得
た
。
今
後
と
も
機
構
と

交
わ
す
協
定
等
の
内
容
も
含
め
、
更

に
地
元
業
者
の
活
用
が
図
ら
れ
る
よ

う
努
め
て
い
く
。

個
人
住
宅
の
耐
震
補
強
工
事
に

　
対
す
る
助
成
制
度
を
創
設
せ
よ
！

【
問
】
我
が
党
は
こ
れ
ま
で
も
、
個

人
住
宅
の
耐
震
補
強
工
事
に
対
す
る

助
成
制
度
の
創
設
を
強
く
求
め
て
き

た
が
、
今
こ
そ
防
災
ま
ち
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
、
個
人
住
宅
の
耐
震
補

強
工
事
へ
の
助
成
を
図
る
べ
き
と
思

う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
防
災
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
、
個
人
住
宅
の
耐
震
化
促
進
は

大
変
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
な
視
点
か
ら
、
現
在
の
耐

震
診
断
助
成
に
加
え
、
耐
震
改
修
の

費
用
助
成
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
。

「
新
予
防
給
付
」
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
４
月
か
ら
「
新
予
防
給
付
」

の
考
え
の
下
、
要
支
援
と
要
介
護
１

の
方
に
つ
い
て
は
家
事
援
助
サ
ー
ビ

ス
が
原
則
受
給
で
き
な
く
な
る
。

　
こ
の
様
な
方
々
に
対
し
て
区
は
ど

の
様
な
対
応
を
考
え
て
い
る
の
か
。

　
ま
た
、単
身
、高
齢
者
世
帯
等
、サ
ー

ビ
ス
が
必
要
な
高
齢
者
に
対
し
、
従

来
の
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
受
給
を
可

能
に
す
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
新
予
防
給
付
は
現
行
の
要
支

援
・
要
介
護
１
の
方
の
既
存
の
サ
ー

ビ
ス
適
正
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
原
則
と
し
て
、
自
分
達
で
行
う
こ

と
の
で
き
な
い
家
事
に
対
し
、
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
が
行
う
家
事
援
助
は
、

今
ま
で
通
り
利
用
で
き
る
と
の
方
針

が
厚
生
労
働
省
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

　
　
　
　
負
担
軽
減
に
つ
い
て
問
う

【
問
】
都
の
同
軽
減
に
つ
い
て
、
収

入
及
び
預
貯
金
等
の
制
限
を
大
幅
に

緩
和
し
、
利
用
者
負
担
減
額
割
合
は

従
来
通
り
50
％
を
維
持
し
、
制
度
の

拡
充
を
都
に
求
め
よ
。

　
ま
た
、
全
て
の
対
象
事
業
者
に
対

し
、
こ
の
負
担
軽
減
策
を
実
施
す
る

よ
う
区
と
し
て
働
き
か
け
、
支
援
策

を
構
ず
る
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

【
答
】
国
の
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る

自
己
負
担
額
軽
減
措
置
は
、
改
善
が

図
ら
れ
て
お
り
、
都
も
同
様
の
見
直

し
を
行
っ
て
い
る
。
国
が
利
用
負
担

額
の
50
％
か
ら
25
％
に
変
更
し
た
の

で
都
も
同
様
に
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
50
％
の
維
持
を
都
に
要
望
す
る

考
え
は
な
い
。

　
な
お
、
対
象
事
業
者
の
拡
大
に
つ

い
て
は
、
高
齢
者
施
設
連
絡
会
等
を

通
じ
働
き
か
け
る
。

第
４
日
曜
日
の
開
庁
に
つ
い
て

【
問
】
平
日
夜
間
、
休
日
に
お
け
る

行
政
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る
拡
充

を
求
め
て
き
た
が
、
よ
う
や
く
、
区

は
第
４
日
曜
日
、
本
庁
舎
の
一
部
開

庁
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
聞
く
。
　

　
提
供
す
る
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

と
、
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
時
期
に
つ
い

て
伺
う
。

【
答
】
平
成
17
年
度
内
を
目
途
に
、

新
た
に
南
館
１
階
、
中
央
本
町
区
民

事
務
所
に
お
い
て
、
住
民
票
、
印
鑑
証

明
書
の
発
行
、
転
入
・
転
出
等
の
届
出
、

戸
籍
謄
・
抄
本
の
発
行
な
ど
を
行
う
。

　
ま
た
、
南
館
１
階
、
戸
籍
住
民
課

外
国
人
登
録
係
で
は
、
外
国
人
登
録

証
明
書
の
更
新
、
記
載
事
項
証
明
書
、

印
鑑
証
明
書
の
発
行
な
ど
を
行
う
。

　
中
央
館
１
階
の
課
税
課
で
は
、
納
・

課
税
証
明
書
の
発
行
、
住
民
税
の
申
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体
制
を
整
え
る
べ
き
と
思
う
が
、
区

の
見
解
を
伺
う
。

【
答
】
行
政
と
医
療
機
関
の
連
携
等

に
つ
い
て
は
、
地
域
精
神
保
健
福
祉

連
絡
協
議
会
を
開
催
し
、
精
神
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
育
成
事
業
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
精
神
保
健
の
課
題
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。
こ
の
場
で
、
う
つ
病
や

自
殺
予
防
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

（
仮
称
）
木
造
建
築
物
耐
震
補
強

　
　
　
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て

【
問
】
昨
年
の
第
４
回
定
例
会
で
提

案
し
た（
仮
称
）木
造
建
築
物
耐
震
補

強
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
「
区

内
の
建
設
業
界
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
と
も
に

協
働
の
立
場
か
ら
実
現
に
向
け
た
検

討
を
具
体
的
に
行
う
」
と
の
答
弁
だ
っ

た
が
、
進
捗
状
況
を
伺
う
。

【
答
】
耐
震
化
促
進
の
計
画
と（
仮
称
）

木
造
建
築
物
耐
震
補
強
セ
ン
タ
ー
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
現
在
（
仮
称
）

足
立
区
建
築
物
耐
震
化
促
進
計
画
を

年
内
に
策
定
す
べ
く
、
準
備
を
進
め

て
い
る
。
今
後
10
年
間
で
木
造
建
築

物
の
耐
震
化
率
を
現
在
の
63
％
か
ら

90
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
、

総
合
的
に
建
築
物
の
耐
震
化
を
進
め

て
い
く
計
画
で
あ
る
。

家
具
転
倒
防
止
器
具
に
つ
い
て

【
問
】
戸
建
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
と
建

て
方
に
よ
っ
て
、
家
具
転
倒
防
止
器

具
の
施
行
方
法
は
異
な
る
が
、
こ
の

対
策
の
必
要
性
と
重
要
性
が
区
民
に

十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。「
あ

だ
ち
広
報
」
や
ケ
ー
ブ
ル
Ｔ
Ｖ
等
を

活
用
し
た
Ｐ
Ｒ
を
行
い
啓
発
す
べ
き

と
思
う
が
、
区
の
見
解
を
伺
う
。

　
ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
々

の
建
築
物
に
は
金
具
取
り
付
け
の
助

成
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
区

の
見
解
を
伺
う
。

【
答
】
最
近
発
生
し
た
地
震
の
負
傷

原
因
の
３
割
か
ら
４
割
が
家
具
類
の

転
倒
、
落
下
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

活
用
で
き
る
多
様
な
媒
体
を
使
っ
て

転
倒
防
止
を
図
っ
て
い
く
。

　
ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
々

へ
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
費
用
の
一

部
助
成
制
度
を
検
討
し
て
い
く
。




